
豊中市立温水プール管理運営要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、豊中市立体育施設条例施行規則（平成２７年豊中市規則第６３号。以下「規則」

という。）第２１条の規定に基づき、豊中市体育施設条例（昭和５６年豊中市条例第１３号。以下「条

例」という。）第２条に規定する体育施設のうち、豊中市立二ノ切温水プール（会議室を除く。）及び

豊中市立豊島温水プール（以下「温水プール」という。）の管理運営について必要な事項を定めるこ

とを目的とする。  

（温水プールの入場券の交付時間）  

第２条 入場券の交付時間は９時から１９時までとする。 

（利用者の範囲） 

第３条 条例別表第９における大人及び小人の範囲は、次のとおりとする。 

(１) 大人 満１９歳以上の者 

(２) 小人 満１９歳未満の者 

２ 規則第９条第５項の規定による高齢者及び障害者の範囲は次の各号のとおりとする。 

（１）高齢者 市内在住の満６５歳以上の者 

（２）障害者 市内在住、かつ次の表の手帳等の交付を受けている者 

（使用の申込み） 

第４条 温水プールの指定管理者が設置する窓口において行う。 

（介助者を要する障害者の範囲） 

第５条 規則第９条第５項に規定する障害者は、市内在住者に限らず、第４条第２項第２号の手帳の交

付を受けている者とする。 

（使用者及び入場者等の義務）  

第６条 使用者及び入場者等は、次に掲げる義務を履行しなければならない。ただし、第１１号、第１

９号または第２０号に該当する場合において、市長が必要と認めるときは、この限りでない。 

(１) 施設敷地内で喫煙しないこと。 

(２) 酒気を帯びての入場又は場内での飲酒をしないこと。 

(３) 党派的政治目的（公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）による演説会を除く。）又は宗教

的目的を有する行為をしないこと。 

(４) 建物、附属物、器具等を滅失又はき損しないこと。 

(５) 火災及び傷害の防止に努めること。 

(６) 施設内を不潔にしないこと。 

手帳等の種類 根拠法令等 

身体障害者手帳 身体障害者福祉法 

療育手帳 療育手帳制度要綱 

精神障害者保健福祉手帳 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 

戦傷病者手帳 戦傷病者特別援護法 

被爆者健康手帳 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 

小児慢性特定疾病医療受給者証 児童福祉法 

特定疾患医療受給者証   特定疾患治療研究事業実施要綱 

特定医療費(指定難病)受給者証 難病の患者に対する医療等に関する法律 



(７) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。 

(８) 体調が悪い場合は入場を控えること。 

(９）小学生（３年生以下の者に限る。以下この号において同じ。）及び幼児については、水着着用の

保護者又はこれに代わる責任者（満１８歳以上の者に限る。以下「保護者等」という。）が同伴す

ること。この場合において、保護者等１名につき入場できる人数の上限は、小学生のみの場合にあ

っては３人、幼児のみの場合にあっては２人、小学生と幼児の場合にあっては各１名の合計２人と

する。  

(10）保護者等が同伴しない小学生及び中学生の利用は１８時までとする。 

(11）動物を連れて入場しないこと。 

(12）温水プール内へ食べ物を持ち込まないこと。  

(13）温水プールに入る前は、シャワーを浴びること。  

(14）プールサイドで履物を使用しないこと。  

(15）プールサイドから飛び込まないこと。  

(16）プールサイドでは走り回らないこと。  

(17）水着以外で遊泳しないこと。  

(18）幼児は成人用プールで遊泳しないこと。  

(19）シュノーケル、足ひれ等を使用しないこと。  

(20）眼鏡を着けたまま遊泳しないこと。 

(21）遊泳中は出来る限り水泳帽を着用すること。 

(22) 温水プールの指定管理者の指示に従うこと。 

（使用者及び入場者等の制限） 

第７条 前条の規定に違反した者に対して、その入場を禁止し、又は退場させることができる。 

（温水プール備品）  

第８条 温水プール備品（付属物を含む。）の館外への持ち出しは、これを認めない。ただし、市長が

特に必要があると認めるときは、この限りでない。 

（傷害事故の責任）  

第９条 温水プールの使用中に当該温水プール内で生じた傷害事故については、施設管理の瑕疵以外は

使用者及び入場者等の責任において処理するものとする。 

（その他） 

第１０条 前各条に定めるもののほか、温水プールの管理運営について必要な事項は、市長の判断によ

る。 

  附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から実施する。 

この要綱は、平成２９年１１月 1日から実施する。 

この要綱は、平成３０年６月１日から実施する。 

この要綱は、令和８年４月１日から実施する。 


